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令和８年３月３１日 

 

 

香芝市長 三 橋 和 史 様 

 

香芝市議会議長 筒 井  寛 

【質問者： 川 田  裕】 

 

 

質 問 状 

 

 

香芝市議会基本条例第１６条第１項の規定に基づき次のとおり質問するので、同条第２項

により速やかに回答して下さい。 

 

 

時間外勤務の取扱い及び依命通達の法的位置付けに関する質問 

 

１ 権限の所在の明確化 

本市において、時間外勤務を命ずる権限は、関係法令及び規則上、誰に帰属するのか。 

特に、教育委員会に属する職員については、任命権者は誰であり、市長はどの範囲において関与 

し得るのか、法的根拠を明示の上、具体的に説明されたい。 

 

２ 依命通達の法的性質 

令和7年2月27日香人第1 3 3号及び令和7年6月13日香人第2 8 号による依命通達について、 

当該通達は、勤務時間規則における「市長が別に定める基準」として制定されたものなのか、それ

とも内部的な運用指針にとどまるものなのか。 

また、その法的性質及び規則との関係について、市の整理を明確に説明されたい。 

 

３ 労働時間及び実態との整合性 

職務として命じられた業務が勤務時間内に完結しない場合において、 

① 当該業務を勤務時間外に行った場合の法的評価（労働時間該当性） 

② 事前の時間外勤務命令がない場合の取扱い 

③ 休日における登庁や自宅での作業の実態把握の有無及びその取扱いについて、職務として命じら 

れた業務が勤務時間内に完結しない場合において、実態として勤務時間外に当該業務が行われて 

いた場合の市の法的整理を具体的に説明されたい。 

 








